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１．基本理念 
昭和 58 年、地域・社会に広く開かれた施設を目指して当コスモホーム 

（Ｃｏｓｍｏｓ Ｈｏｍｅ）を開設いたしました。 
契約施設として、『人が人であり続けられる為のサービスとは何か』に視点をおいて、ご家族と

一体となり近代的な選ばれる施設作りを目指します。 
 
 

２．経営計画 
（１）基本理念達成に向けて目標の明確化 

１）長期滞在型都市型ホテルのサービスを目指す 
２）お客様へのお声掛けとお客様の意思確認からケアを始める事を常に実践する 

  ３）常に清潔な環境と感染症予防対策が継続され、お客様が安心できる生活空間を維持する 
４）施設サービス計画・栄養サービス計画・個別機能訓練計画の充実を図り、介護サービス

の質の向上に努める 
５）生活相談窓口を設け、お客様の生活全般の相談から社会復帰に向けての相談など、幅広

いケースワーク力を発揮する 
６）苦情相談対応についての透明性を図り、お客様やご家族様から信頼されるシステムを構 

築する 
７）マイナンバー制度の厳格な管理と個人情報の保護に努める 
８）地域密着を強化すると共に、地域福祉の拠点としての活動の推進  
９）地域における、保健医療機関との連携を積極的に図る 

 
（２）人材の確保・育成と能力開発 

１）人材確保の為、様々な求人媒体やツール、ホームページを活用すると共に教育機関や 
ハローワーク等とのパイプ創りを進める 

２）人的資源・活性化へ向けて諸制度を機動的に運用して、職員の満足度の充実・定着率の

向上を図る 
３）業務相談窓口を常設し、職場環境の整備や業務効率向上を図る 
４）職務能力の向上を図る為、各種研修や勉強会の機会を設けると共に、人事考課目標に向

けての取り組みを支援する 
５）業務マニュアルを基本にサービスを展開し、その内容を見直して、サービス技術の向上

を図る 
６）活動時間等において、様々なボランティアの受け入れを図る 

 
（３）経営力向上の効率化について 

１）高い社会性を認識し、自己責任体制の確立を目指す 
２）業務の基本はチームワークであることを認識し、コミュニケーションと情報管理体制の

強化に努める 
３）無駄・ムラ・無理の排除により、経費の削減を行なう 
４）省エネ対策と設備の定期点検及び早期修繕を実施する 

  
 
 
 



 2

３．２０２３年度 重点目標  
（１）感染症への予防対策と蔓延防止対策の強化 
  １）新型コロナウイルス感染症は 5 月連休明けに 2 類から 5 類に移行となるが、油断する事 

なく動向の把握、予防対策を講じる。 
２）新型コロナウイルスに限らず、感染症の動向を把握し、予防対策を徹底する 

  ３）状況によっては、ご面会を自粛願い又は禁止の措置を講じる 
４）ご面会の自粛願いや禁止の措置を取る際には、ご家族様に対し、報告・連絡・相談を 

行いながら、安心と信頼が得られるよう連携の強化と顧客満足の充実を図る 
５）感染症 BCP 及び感染症マニュアルに基づく衛生保持と消毒の徹底 
６）消毒薬（アルコール・次亜塩素酸ナトリウム等）、マスク、使い捨て手袋、予防着、 

防護服等備品をきらさないように確保する 
７）感染対策委員（危機管理委員会ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ C）を中心に職員のみならず、お客様を 

始めとした外部の方々にも情報を発信し予防対策の理解と協力を呼びかける 
  ８）保健所、医療機関等 関係機関との連携を図る 
  ９）感染症を理解し適切な対応を速やかに取ることが出来るよう、感染症の研修を 
    年２回以上実施する 
 １０）ICT を活用し、テレビ面会・会議・研修を行えるよう整備し実施する 
 １１）感染症発生時を想定した業務継続計画の策定・見直しと研修を実施する 
 
（２）自然災害への備えの強化 
  １）いつ発生するかわからない大規模災害への対応を強化する 
  ２）地震、台風、大雪等 気象情報を収集し早期の避難ができるよう努める 
  ３）災害時備蓄品（非常食、保存水、毛布等）を確保する 
  ４）防災用品の点検（設備点検の他、防災頭巾等の防災用品に不足・劣化の有無） 
  ５）過去の大震災や大型台風、大雪時の経験を生かす 
  ６）自助・共助・公助（毎月の防災訓練実施、地域及び自治体との連携）を念頭に置く 
  ７）災害発生時を想定した業務継続計画（BCP）の策定・見直しと研修を実施する 
 
（３）危機管理体制の強化 

１）施設方針に基づき、職員の知識・技術・洞察力を養う様研修を実施する 
２）高齢者虐待や不適切なケアの発生を未然に防ぐ為、予測される要因を分析し組織的な取

り組みを行なう 
３）サービス提供者間で情報を共有し、ヒヤリハットの分析と再発防止・予防対策を迅速に

実施する 
４）意図的、意識的行動により予測可能なリスクを見逃さず、事故回避に努める 
５）事故発生を防ぐ為、設備・住環境の整備、改善、管理を行なう 
６）安全対策担当者を中心に施設内の安全対策及び事故を未然に防ぐ事が出来るよう、より一層

危機管理体制の強化に努める 
 

（４）基本５原則の徹底 
１）“笑顔と挨拶”の実践と職場マナーの徹底 

（笑顔・明るい挨拶・福祉施設職員らしい適切な言葉使い・清潔な身だしなみ） 
２）基本業務の徹底（基本を見据え実践すると共に基本・応用・臨時等、適正な運用力を持つ） 
３）報告・連絡・相談の徹底（権限や責任の所在を正確に捉え、判断力の向上を養う）          

４）リスク管理の徹底（変化の予測・感染症・介護ミス・災害・防犯・システム・信用） 
５）法令遵守の徹底 
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（５）安定した経営基盤と充実したサービスの強化 
  １）お客様確保の営業体制の確立 
   ○関連事業先との関係強化と組織的営業活動の推進 
   ○情報発信力強化と受信・対応力の強化（電話・施設見学時等） 
   ○各部門の専門性を活かしたリーダーの育成 
   ○稼働率安定に向けて発想力・行動力の強化 
 
  ２）待機者の確保と入園者枠の管理 
   ○適時適切な入所判定委員会の開催 
   ○待機者状況、入園者状況を常に適切に把握する 
   ○入院者枠(空ベッド)を積極的に活用する   

○重度化、入院者増加に対応すべく居室改善や入院中のお客様の身の回り品管理の対応を図る 
 
  ３）重度化防止と健康管理の徹底 
   ○お客様の身体的情報と日々の体調を時系列で徹底管理 
   ○変化を見逃さず、即時適切な対応を図る 
   ○住環境等快適空間の創造 
   ○リハビリ体制の充実と先進的介護機器の導入 
   ○職員間の情報共有と個々の対応力の向上 
    
  ４）ターミナルケアの充実 
   ○ターミナル期への理解とケアに向けての計画的研修 
   ○医師・看護・介護・相談員の連携体制の強化 
   ○ご家族様との連絡・連携の強化 
   ○協力病院・協力医をはじめ、地域の医療機関等との連携強化 
 
（６）お客様とご家族様との信頼関係の強化 

１）お客様の権利擁護の為に、意識して職員間の啓蒙を行い、良質な施設サービスを適切に 
提供できるように努める 

２）常に「人権」を尊重した基本姿勢を堅持し、創意工夫を持って最善のサービス提供に努 
める 

３）お客様の主体性・個性を尊重し、自己選択や自己決定ができる様工夫し、安全で最良の 
サービスを提供する 

４）ご家族様に対し、報告・連絡・相談を行いながら、安心と信頼が得られるよう連携の強 
化と顧客満足の充実を図る 

５）ご家族様が行事等に参加しやすいようご案内する。また、ご家族様もご一緒にお客様の 
生活環境について検討（意見交換）ができるような会話に努める 

  ６）感染症予防の為に、通常の面会を制限せざるを得ない場合にはビデオ通話や写真の送付

などを積極的に取り組み、ご利用者様とご家族様の繋がりが確保できるように努める 
 
（７）法人内施設との連携と相互補完の推進 
  １）定期的相互研修の実施 
  ２）人事交流の実施 
  ３）相互補完機能の強化 
  ４）地域貢献活動の連携 
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（８）組織マネジメントの精度を上げる 
  １）施設の理念に則った、基本とするサービス提供の実践 

２）新たな課題を設定し、第三者評価を受審する 
  ３）職員の意識改革・意思統一及び参画意識の向上を図る   
  ４）職員のレベルアップとサービスの質の向上を図る 
    ①介護福祉士等の取得推進、各種資格取得の支援 
    ②個々のレベルに応じた実践的研修（ＯＪＴ・ＯＦＦ-ＪＴ）の推進 

５）看護職員・介護職員のケア協働の為の研修を行なう 
 

（９）目標管理体制の徹底と支出の抑制 
  １）介護報酬減少時代に対応し、行動管理・顧客管理の徹底により収入確保を図る 

２）諸経費全般にわたり昨年の反省点を踏まえ見直しを図る 
  ３）外部委託業務（清掃・給食・警備・各種取引業者）の総点検 
  ４）建物、機械のメンテナンスや修繕の計画的実行と購入 
 
 
（１０）地域住民との積極的な交流 
  １）施設設備の提供と有効活用を行い地域住民との交流を促進する 
  ２）災害応援協定から一歩踏み出した運命共同体的な関係の樹立 
  ３）地域行事への積極的参画と地域ニーズや情報の収集を行なう 

 ４）地域福祉の拠点化事業を推進する 
    
   ①コロナ禍で休止となっているコスモ･ゴールデンクラブの再開と 
    新規のご利用者様の獲得 
   ②地域及びボランティアが一体となった福祉事業の推進 

 
（１１）働く環境整備と職場風土の醸成     
  １）雇用管理責任者の配置・カウンセリングの強化 
  ２）安全衛生委員会を設置し、職員の労働災害の防止、健康の保持増進を図る 
  ３）仕事と子育て・介護・看護等、両立支援体制を確立する 
  ４）福利厚生の充実により、一体感や働く意欲向上に繋げる 
 
（１２）積極的な広報活動と情報の開示 

１）ホームページを充実させ、サービス・経営内容の情報開示を行なえる体制を推進する         

  ２）関係行政機関や地域の介護事業所への定期訪問を実施し、積極的な情報収集を行なう 
  ３）情報の発信力と受信力の強化を図る 
  ４）「介護サービス情報の公表」制度により、介護サービスの内容や運営状況に関する情報を

公表する 

 
４．施設サービス基準 
（目的）・日々、清潔な環境を提供し、あたたかい接遇をもって生活全般を支援する。 

・個々の身体状況に応じ、お客様の主体性を尊重し生甲斐のある自立した生活が送れる 
ようサービスの充実を図り、QOL（生活の質）の維持・拡大をめざして援助する。 
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（１）基本サービス 

食  事 
朝食   ７：３０ ～  ８：３０ 
昼食  １２：００ ～ １３：００ 
夕食  １８：００ ～ １９：００    ※基本的には、各階食堂 

入  浴 入浴２回／週  ※入浴は体調等により清拭ケアに変更 

生活介護 施設サービス計画に沿って介護を行ないます 

施設ｻｰﾋﾞｽ計画 
個々の希望およびアセスメントの結果に基づき、ご家族様の希望を勘案し

多職種協働して施設サービス計画(介護・機能訓練・栄養・口腔)を策定し、

計画に基づいてサービスを提供します 

療養食の提供 医師食事箋による療養食の提供 

各種相談 
（毎週） 

日常生活全般（月・木曜日）、介護保険に関わる相談（水曜日） 
栄養相談（火・木曜日）、健康相談（月曜日） ※必要時、随時対応 

健康管理 
年１回の健康診断、医師・看護師による診察・観察により 
異常の早期発見・治療に努めます 

アクティビティ 
行事やクラブ・レクリエーション活動・誕生会・茶話会・地域交流・利用

者施設長懇談会・医療栄養懇談会など様々なアクティビティにご案内致し

ます 
 
（２）個別サービスの内容 

・理 美 容 サ ー ビ ス・・・第１木曜 ／ 第２・第４ 金曜   
・セーフティーボックス・・・貴重品の保管                        
・インフルエンザ予防、肺炎球菌予防等のワクチン接種 

（３）家族関係 
（目的）お客様に対しサービス計画書に添ったサービス提供をすると共に、加齢による 

心身面の変化、生活状況等に理解と協力を得られるよう説明を行ないます。 
又、アンケートや面接等によりご家族様の意向・ニーズを把握し、ご家族様と一体 
となりお客様中心の暖かい環境を作り、ご家族様との信頼関係の構築を図ります。 
年に３回、ご家族様を行事にご招待、内２回は家族懇談会の開催を計画いたします。 

 
（４）サービス等に関する会議 
（目的）○施設方針に基づき、職員の知識・技術・洞察力を培い、多職種連携のもと、お客様

が安心して安全に生活が送れるようにする 
○各種会議及び研修会等への積極的参加により、職員の品位と資質の向上、並びに 

サービスの質の向上を図り、それを実践する 
１）危機管理委員会 Ａ・Ｂ・C  

リスクマネジメントＡ （介護の適正化に向けた委員会）毎月第 3 木曜日開催 
①苦情相談対応検討 
構成員：施設長、ﾗｲﾌｶｳﾝｾﾗｰ、ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、他 必要に応じた職員 
苦情相談等に関する対応の検証を行なう（第三者委員への報告） 

②インシデント・アクシデント検証 
ヒヤリハット・介護事故の検証を行い再発防止策の検討と、発生時に的確な対応が 

出来るようリスクマネジメントを行なう 
    構成員：施設長、安全対策担当者、ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ、ﾅｰｽ、ﾘﾊﾋﾞﾘﾜｰｶｰ、ﾗｲﾌｶｳﾝｾﾗｰ、ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、

医師、総務課課長 
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③高齢者虐待発生防止対策 
 構成員：施設長、推進担当者（委員長）ﾅｰｽ、ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ、他 必要に応じた職員 
④見守り機器安全活用 
 ナースコール・センサーベッド・センサーマット・チェアセンサー等、お客様の安全 
を図るための見守り機器の導入や使用方法、活用方法を検証する 

 構成員：ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ、ﾘﾊﾋﾞﾘﾜｰｶｰ、ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ﾗｲﾌｶｳﾝｾﾗｰ、ﾅｰｽ 他 必要に応じた職員 
⑤防災活動 
 安全管理計画に基づき、安全確保のための対策や非常災害対策を進めていく 
 構成員：各係から１名（防災訓練：全職員対象） 
 
リスクマネジメント B （身体拘束等ゼロ継続に向けた委員会）5・8・11・2 月と随時開催 
身体拘束等廃止（３ヶ月に１回以上開催、結果を介護職員等に周知徹底） 

★身体拘束事例発生時は随時開催 
構成員：施設長、ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ、ﾅｰｽ、管理栄養士、 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾜｰｶｰ、ﾗｲﾌｶｳﾝｾﾗｰ、医師、総務課課長 
 身体拘束ゼロを継続しつつ、介護技術の向上・環境整備の工夫・見直しを検討する 
 

リスクマネジメント C （医療ニーズ対応に向けた委員会）毎月第２月曜日開催 
   ①褥瘡予防対策チーム 

構成員：医師、ﾅｰｽ、ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ、管理栄養士、ﾘﾊﾋﾞﾘﾜｰｶｰ、ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、 
他 必要に応じた職員 

     モニタリング指標による評価を行ない、ハイリスク者に対し、褥瘡予防のための計画

の作成、実践、管理、再評価を行ない、褥瘡発生予防に向けて積極的に取り組む 
（評価結果は厚生労働省に提出） 

②感染症予防対策 
    構成員：施設長、ﾅｰｽ、ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ、管理栄養士、ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ﾘﾊﾋﾞﾘﾜｰｶｰ 
         ﾗｲﾌｶｳﾝｾﾗｰ、総務課課長、医師 
 

○イ感染症及び食中毒の予防、蔓延防止の為の対策を検討する 
     ○ロ施設内での予防対策の実施状況の把握と評価・指導を行なう 
     ○ハ感染症についての職員研修（年２回以上、コスモホーム職員全員に実施） 

感染症研修計画 
 対象者 実施時期 内容 
新任職員研修 新任職員 入職時 感染症および感染対策の基礎知識 
現任職員研修 全職員 ６月 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ及び食中毒の予防と対策、

対応方法 
１１月 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ及びｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等の冬期に流

行しやすい感染症予防と対策、対応方法 
OJT 全職員 通年 日常業務の中で具体的なﾉｳﾊｳやｽｷﾙを身

につける 
 

③医療行為安全対策 
構成員：ﾅｰｽ、ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ 他 必要に応じた職員 

     ○イ看護職員・介護職員が連携協働して実施するケアの検証を定期的に行なう 
○ロ医療ケアに伴うヒヤリハットの分析を行い、予防対策を検討する 

 ○ハ医療ケアのプロセスを理解し緊急時の対応が出来るように研修を行なう 
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２）入所判定委員会 毎月第３金曜日・随時開催 
    構成員：施設長、ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ﾗｲﾌｶｳﾝｾﾗｰ、ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ、ﾅｰｽ 他 必要に応じた職員 

入所決定過程の透明性・公平性を確保すると共に、待機者管理と入所の円滑な実施を 
    図ることが出来るよう随時開催する。 
 

 
３）ケアカンファレンス 毎月第４金曜日開催 
構成員①～③：ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ、ﾅｰｽ、管理栄養士、ﾘﾊﾋﾞﾘﾜｰｶｰ、ﾗｲﾌｶｳﾝｾﾗｰ、 

他 、医師、お客様、ご家族等 必要に応じた職員 
個別的なサービス提供を目指し、施設サービス計画（介護・医療・機能訓練・栄養 
・口腔）の検討と計画書の作成を行なう 
 

４）サービス向上委員会 毎月第２木曜日開催 
構成員：ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ、ﾗｲﾌｶｳﾝｾﾗｰ、ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ﾅｰｽ、管理栄養士、ﾘﾊﾋﾞﾘﾜｰｶｰ、他  

①お客様・ご家族様の意見・要望・相談等の分析を行ない、サービス向上の検討を行なう 
②お客様・ご家族様のニーズを把握する為にアンケートを行ない検証する 
③ボランティアの受け入れにより、地域の力を取り入れた体制作りとボランティアを 
活用したサービス提供を構築する 

 
   ５）看取りケア準備委員会 運営会議後に開催 
     構成員：施設長、ﾅｰｽ、ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ、ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ﾗｲﾌｶｳﾝｾﾗｰ、他 
   ①看取りケア受け入れ再開の為の体制をつくるべく整備すべき事案を洗い出す 
   ②看取りケアの担当医確保に向けて医療機関との連携強化を図る 
 

６）広報・ホームページ編集委員会 毎月第２金曜日 
構成員：施設長、ﾗｲﾌｶｳﾝｾﾗｰ、ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ、ﾅｰｽ、管理栄養士、 
     ﾘﾊﾋﾞﾘﾜｰｶｰ、事務職員 
お客様・ご家族様及び地域社会に対し、広く情報開示を行なうためコスモニュースを 
作成し発行すると共に、ホームページと、参画している西多摩特養ガイドを更新し、 
パンフレットなどの媒体についてはお客様が知り得たい情報になるよう充実を図る。 

 
７）低栄養リスク改善会議（随時） 

    低栄養リスクが「高」の入所者（新入所・再入所）に対し、低栄養状態を改善する 
ための特別な栄養管理方法を示した栄養ケア計画を作成する 

 
８）プロジェクト他 
  構成員：①②の担当チームを中心に活動 

    ①排泄ケア 
     排泄に介護を要する方の希望により、その原因についての分析を行ない支援計画 

作成にむけて計画策定会議を開催する 
②行事・レクリエーション等の各種プロジェクトを設け充実を図る。  

 
（５）医療 衛生管理 

１）業務目標 
①あらゆる機会を通じてお客様の健康状態を把握し､高齢者に起こりやすい障害や疾病の

悪化を未然に防ぐべく、異常の早期発見・早期治療に努める  
②精神的、身体的な健康保持及び諸機能の低下防止に配慮しつつ自立及び日常生活が充実
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して過ごせる様支援する 
③お客様及びご家族様の尊厳を支え、人道的かつ安らかな終末を迎えられるよう支援する 
 

２）業務概要 
①健康管理・・定期健診の実施と施設内診療（内科）における医師との連携・病状把握・

投薬管理等を行い異常の早期発見、早期治療を行う。また、日常生活を送

る上での健康状態の把握と健康保持の為の適切な処遇を行なう 
②健康相談・・お客様が健康に過ごす為、食事、睡眠、排泄などの日常生活行動の問題、

病気や障害についての不安、疾病予防の相談を随時実施する 
③生活看護・・老いても、病んでも、より豊かな生を支え、尊厳を失うことなく生を全う

できるよう他職種協働し、お客様のターミナル期を支える 
又、虚弱者の総合的重点観察や認知症に対して専門医と連携し、行動パタ

ーンの把握、服薬確認等行い心身共に安定した生活を支援する 
④衛生管理・・医薬品、消毒薬の施錠管理及び医療用具の管理 

感染症の予防とお客様、職員への啓蒙、職員教育を行い、蔓延防止対策を

実施する 
⑤職員研修・・職員の資質向上を図る為、病気の理解、看護・介護職員連携協働のケア、

緊急時の対応等研修を計画的に実施する 
 

（６）リハビリテーション 
１）個別機能訓練計画を基に生活の質の向上を目指し理学療法・物理療法・マッサージ療法

などのサービスを提供し、要介護状態の軽減や重度化の予防に努め、自立支援を目指す。

又、個々の可能性を見出し、ご自分で出来る事を増やして行く事で生活動作意欲の増進

を図りながら支援。ご利用者様ごとの個別機能訓練計画内容等の情報を厚生労働省に提出し

適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用する。 
 
２）危機管理委員会リスクマネージメントＡの委員活動を通じ、移動に関する介護用品等の

研究を行なって、サービスの質の向上を目指す 
 
３）お客様及びご家族様との会話を通じて、お客様のリハビリに対する意欲向上に努める 

 
  ４）近年、加齢や入院などによりＡＤＬ（日常生活動作）の低下が見られるお客様が増える 

傾向にあるため、リハビリの領域を広げ、レクリエーションや作業療法的なリハビリメニュ

ーを取り入れて、お客様の選択肢を増やして楽しいリハビリを実践する。 
  ５）新型コロナウイルス等の感染症の予防対策を講じ、リハビリ器具使用後は速やかに消毒。 
    発声・呼吸訓練は状況により休止する 
（７）食事サービス 

１）栄養管理 
    個々の身体的特徴や生活習慣・嗜好等の把握に努め、他職種と協働し、適切な栄養管理

を行う。又、健康の保持及び疾病の予防を目的とした栄養相談や栄養指導を行ない、食

事サービス提供を通じてＱＯＬ（生活の質）の向上に努める 
    ご利用者様の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよ

う、各ご利用者様の状態に応じて計画的に行う 
 

２） 食事形態 
  食事形態は 5 種類の他、流動食・経管栄養食を準備し、個々に適した形態・代替食・配

慮食・ハーフ食、医師の食事箋による療養食を提供する 
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３）嚥下障害者への対応 
  お客様の摂食・嚥下機能の把握に努め、個々に合った適正な食事形態を提供し、安全で

安楽に食事及び水分が摂取出来る様努める。又、嚥下体操や小さな氷を使ったアイスマ

ッサージ等の嚥下訓練を行ない誤嚥予防に努める 
 

  ４）食環境の充実 
適時・適温に配慮すると共に、食事が安全に楽しく出来る温かい雰囲気、ゆとりある食

環境づくりに努める 
 

  ５）栄養ケア・マネジメントの実施 
    個々の栄養スクリーニングを実施し、低栄養リスクのあるお客様を把握し詳細なアセスメン

トを実施する。アセスメントに基づいて栄養ケア計画を作成・実施・評価を行ない、栄養ケ

ア計画の実施により低栄養の予防・改善に努め、生きる意欲や楽しみに繋がる「食べること」

を課題として、他職種協働により支援する。低栄養状態のリスクが低いご利用者様にも、食

事の際に変化を把握し問題がある場合には早期の対応をする 
    ご利用者様ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し継続的な栄養管理を実施する 
 

５．人事管理及び安全管理 
 
（１）人事管理 

コスモホームは、法人の基本理念を踏まえながら良質且つ適切な福祉サービスを安定的に提

供していく為、活力に満ちた組織づくりを進める。 
 
１）人事考課 
 人事管理の適正化及び職員のモラル向上を図り、人材の育成及び経営効率の向上を図る。 
 

２）職員研修 
 契約施設としてのサービス提供や効率的な事業運営を実施するにあたり、職員の幅広い

知識・意識改革及び技術の向上を図る。また、その職務に関する知識及び技術・執務態

度等の訓練、並びにその他の業務について必要と認められる事項について積極的にかつ

効果的に行なう。また、会議や研修について ICT を活用しオンラインで参加できるよう

整備をしていく。 
①施設内研修 

施設内における教育・訓練は、下記のとおり実施し日常業務の円滑な執行を実現させる

ものとする。（研修・訓練予定は最終頁の計画表を参照） 
１．役職者研修（副主任以上の役職者） 随時実施 
２．新任研修（常勤・非常勤） ４月・他採用時実施 
３．現任研修（常勤・非常勤） 
  フォローアップ研修（就業・服務・マナー） 
  介護力スキルアップ・介護 OJT（職務現場教育）研修 
  外部講師による研修会・応急救護等 

 
年１回実施 
年間計画により実施 
年間計画により実施 

４．自己啓発制度を導入し通信教育、各種資格取得を支援する 
５．会議：経営会議(役職者会議)・三施設調整会議・職員会議・月例会議 

 
   ②施設外研修 
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    職員の研修については施設内で行うものの他、施設外において社会福祉協議会及びそ

の他の関係諸機関が実施する研修等に参加させるものとする。（認知症基礎研修 他）

又、職種ごとの研修の積極的参加を図り良質な介護サービスへの充実を図る。 
 

３）職員状況   
 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）安全管理 

施設は、人命を預かる場として災害に対する対策は何よりも重要な課題である。更に、災害

に対する情報収集及び建物内外の危険防止に努め、地震、火災にとどまらずあらゆる面で安

全確保のための対策をすすめていく。 
 

（３）非常災害対策（松楓会《松楓園・コスモホーム》「消防計画」に基づく） 
１）設備取り扱いの充実と防災の強化を図る 
 
２）災害に対する意識の高揚  
 
３）非常食品について 

災害時の備蓄品を確保し、有事に備えるとともに定期に点検整備を実施する 
 

４）訓練 
基礎訓練をはじめ、部分訓練・夜間呼び出し訓練・警戒宣言が発せられた場合いの訓練・

総合訓練（部分訓練を有機的に連携させ、あらゆる災害に対し行う・菅生町内会との災

害活動相互応援協定）を年間を通して実施していく。総合避難訓練には、秋川消防署と

連絡を取り実施する。 
５）業者による消防設備点検（年 2 回）と防火設備点検（年１回） 
 
６）消防設備・建築物等自主点検・事業所家具等の転倒落下防止点検（月 1 回） 

（４）防犯対策 
施設における生活環境の安全性を確保するために、犯罪の発生についてこれを  未然に防止

し、お客様等の平穏を保持しなければならない。そのためには構造及び設備の点検又点検結

果による設備の整備に努めセキュリティーの強化を図ると共に、防犯対策を職員へ周知徹底

する。なお、施設の実態、環境に応じ警察の協力を得てパトロールの要請や、地域との連携

を保って広く防犯体制を確立しておく。 
 

（５）情報開示 
  ホームページ等で施設のサービス・システム経営内容の情報等を積極的に開示する事により、

施設の透明性を図り、利用される方への信頼性の高い施設づくりを目指します。 

職   種 常 勤 非常勤 
施 設 長 １  
医   師  ３ 

ライフカウンセラー  １  
ケアマネージャー １  

サービススタッフ 
ナ ー ス ２４ １７ 

管理栄養士 １  
リハビリワーカー １  

事務員他 ３ ５ 
合   計 ３２ ２５ 
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（６）守秘義務 

施設内及び法人ネットワーク等を通じ、業務上知り得た情報を外部に漏らさない様情報管理

規程を設け、守秘義務の周知徹底を図る。 
 

（７）個人情報管理の徹底 
個人情報の保護と利用に関する規定を定め、個人情報管理責任者を設置し、個人情報の管理

意識を高め個人情報の保護に努める。 
 
（８）特定個人情報の管理の徹底 
  特定個人情報（マイナンバー）の保護と取扱に関する規程を定め、特定個人情報管理責任者

を設置し特定個人情報の管理意識を高め、特定個人情報の保護に努める。 
 
（９）交通安全及び車両管理 

松楓会「マイカー管理規定」・「通勤・災害取り扱い規定」に基づき、交通安全運動を通じて

交通安全教育を実施する。 
（10）地域福祉 

地域に対し施設設備及び専門的知識を還元し、地域福祉活動を積極的に進めると同時に施設

設備の有効活用を図る。 
 

（11）安全衛生委員会 
１）目的   

法人の安全衛生管理体制のもと、安全衛生方針に準じ、活動・審議を行う。 
①職員の健康障害の防止と健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 
②労働災害の原因及び再発防止の為の安全衛生に関する対策（リスクアセスメント） 

 
２）重要事項 

労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項の内容は次の通りとする。 
      ①安全衛生に関する規定の作成 
    ②業務の危険性の調査及びその結果に基づく措置 
    ③安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び問題点の改善 
      ④安全衛生教育の実施計画の作成 

⑤健康診断の結果及び健康診断の結果に対する対策の樹立 
⑥職員の健康の保持増進を図る為の実施計画の作成 
⑦長時間労働による職員の健康障害の防止を図る為の対策の樹立 
⑧職員の精神的健康の保持増進を図る為の対策の樹立（メンタルヘルスケア） 
⑨職員のハラスメント防止対策を図る為の対策の樹立 

３） 職員健康管理 
 

４） 年間安全衛生推進計画に則り実施する 
 

５） 腰痛の予防対策の推進 
 

６）メンタルヘルス対策の実施 
 

  ７）職場におけるハラスメント防止対策の推進 
 



 12 

 

６．松楓会あきる野指定短期入所生活(予防)介護事業所 
 
 
 
 
 
（１）運営方針 

当施設の指定短期入所生活(予防)介護事業所は、お客様が可能な限りその居宅において、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事などの介助、

その他の日常生活上の介護及び機能訓練を行なう事により、お客様の心身の機能の維持なら

びにお客様とそのご家族様の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目指します。 
 
 

（２）利用資格 
当施設の利用資格は、介護保険法に基づく短期入所生活介護の利用資格があり、当施設の利

用を希望するものであって、入院治療を必要とせず、利用料の負担ができる方、及び、その

他法令により利用できる方とします。 
 
 

（３）定員 
当施設の指定短期入所介護生活(予防)介護事業所の利用定員 
併設型８名、空床利用型１０名 

 
 

（４）内容及び手続きの説明及び同意、契約 
当施設の利用に当たっては、予め、利用申込のお客様及び身元引受人様に対し、本運営規定

の概要、職員の勤務の体制その他の重要事項を記した文章を交付して説明を行ない、入所申

込のお客様の同意を得た上で利用契約書を締結するものとします。 
 
 

（５）指定短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護計画の作成 
介護支援専門員は指定短期入所生活(予防)介護事業所のお客様に対して、サービスの内容等を

記載した短期入所介護生活(予防)介護計画の原案を作成し、それをお客様に対して説明の上、

同意を得るものとします。 
 
 

（６）利用料 
当施設の指定短期入所生活(予防)介護事業所の利用料の額は、介護保険法に基く厚生労働大臣

が定める基準によるものとし、居宅介護サービスに係る費用の１割～３割（介護保険負担割

合証の内容に基づく）と送迎に要する費用、食材料費、滞在費、及び日常生活等に要する費

用として別に定める利用料の合計額です。 
 
 

（７）その他 
日課、サービスの提供方法、健康保持、緊急時の対応、災害、非常時の対応、その他留意事

項等については母体である介護老人福祉施設コスモホームと同じ取り扱いとします。 
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７．２０２３年度研修・勉強会・訓練計画 

実施時期 必須研修 勉強会 訓練 

４月 感染症 ① 
施設における感染症と蔓延防止 
「新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の動向及び対応方法」 

   

・
消
防
計
画
に
基
づ
く
防
災
訓
練

毎
月
第
４
木
曜
日
実
施

 

・
業
務
継
続
計
画

Ｂ
Ｃ
Ｐ

・
感
染
症
Ｂ
Ｃ
Ｐ
に
基
づ
い
た
訓
練 

５月 ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ ① 
ﾀｰﾐﾅﾙ期のケアのあり方） 

 

６月 感染症 ② 
施設における感染症と蔓延防止 

口腔ケアの注意点 
 

７月 褥瘡対策 ① 
基本的褥瘡発症予防法 

個人情報保護管理 
 

８月 身体拘束防止、高齢者虐待防止、権利擁護① 
危機管理 ①事故報告書分析 

接遇 

９月 危機管理 ②  
・誤飲誤嚥時の対応と吸引方法 
・酸素ボンベ取扱い 
・応急手当（怪我・出血・発熱等） 

防災 

１０月 ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ ② 
精神面のケアの重要性と記録 

 

１１月 感染症 ③ 
施設における感染症と蔓延防止対策(消毒） 
・手洗い・ｶﾞｳﾝﾃｸﾆｯｸ 
・下痢・嘔吐対応 BO 

 

１２月 ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ ③ 
ご家族への連絡・連携 

高齢者の皮膚とｽｷﾝｹｱ 

１月 褥瘡対策 ② 
褥瘡発症時の対応 

 

２月 身体拘束防止、高齢者虐待防止、権利擁護② 認知症の理解 
 心理症状（BPSD） 
 行動・周辺症状の対応 

３月 ハラスメント研修 リハビリテーション 

新規職員 
採用時 

・ｻｰﾋﾞｽﾏﾅｰ、接遇 
・事故発生防止 
・感染症・食中毒予防、蔓延防止 

・身体拘束 

・高齢者虐待防止・権利擁護 

・職場安全衛生 

 

 


